
　
施
術
を
受
け
る
と
き
は
、
健
康
保
険
の
対
象
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
の
対
象
と
な
る
施
術

保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
術

◇�

医
師
や
柔
道
整
復
師
に
、
骨
折
、
脱だ

っ

臼き
ゅ
う、

打だ

撲ぼ
く

、
ね
ん
ざ
、
肉
離
れ
な
ど
と
診
断
ま

た
は
判
断
さ
れ
、
施
術
を
受
け
た
と
き

※�

骨
折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て
は
、
応
急
手
当

を
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医
師
の

同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆�

単
な
る
疲
労
や
慢
性
的
な
要
因
か
ら
く
る

肩
こ
り
や
筋
肉
疲
労

◆�

脳の
う

疾し
っ

患か
ん

後こ
う

遺い

症し
ょ
う

な
ど
の
慢
性
病
や
症
状
の

改
善
の
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

◆�

仕
事
中
や
通
勤
途
上
に
起
き
た
負
傷（
労
災

保
険
の
対
象
と
な
る
場
合
）な
ど

　
施
術
を
受
け
る
際
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
、
正
し
く
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意

①��

負
傷
の
原
因
を
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う

�
�

交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行
為
に
よ
る
施
術
の
場
合
は
、
住
民
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

②���

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

�
�

内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

③��

療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

�
�

接
骨
院
で
施
術
を
受
け
る
場
合
、
療
養
費
支
給
申
請
書
に
署
名
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
こ
の
申
請
書
に
は
、
傷
病
名
や
施
術
内
容
、
回
数
な
ど
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
内
容
を
確
認
し
て
か
ら
署
名
し
ま
し
ょ
う
。

④��

領
収
証
は
必
ず
も
ら
い
ま
し
ょ
う

�
�

領
収
証
は
保
管
し
て
お
き
、
医
療
費
通
知
で
金
額
・
日
数
の

確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
領
収
証
は
、
医
療
費
控
除

を
受
け
る
際
に
も
必
要
で
す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

柔
道
整
復
師（
接
骨
院・整
骨
院
）の
か
か
り
方

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
国
民
年
金
に
は
、
学
生
本
人
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特
例

制
度
」が
あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
の

は
、
20
歳
以
上
の
学
生
の
方
で
す
。

　
な
お
、
学
生
納
付
特
例
を
希
望
さ

れ
る
方
は
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
さ
れ
る
方
は
、
学
生
証
ま
た
は

在
学
期
間
の
わ
か
る
証
明
書
を
持
っ

て
草
津
年
金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
は
、
将
来
支
給
さ
れ
る「
老
齢
基
礎

年
金
」の
受
給
に
必
要
な
期
間(

受
給
資

格
期
間)

に
算
入
さ
れ
る
ほ
か
、
万
一

の
場
合
に
支
給
さ
れ
る「
障
害
基
礎
年

金
」や「
遺
族
基
礎
年
金
」の
受
給
資
格

期
間
に
も
反
映
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付（
追
納
）す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
追
納
さ
れ
る
と
老
齢
基
礎
年
金

の
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
草

津
年
金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

20
歳
以
上
の
学
生
の
皆
さ
ん

学
生
納
付
特
例
制
度
は
ご
存
知
で
す
か
？

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
日
本
年
金
機
構

　
草
津
年
金
事
務
所

　
☎
0
7
7-

5
6
7-

2
2
2
0

　
住
民
課
　
保
険
年
金
担
当
　

　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

令和８・９年度の 後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のの被保険者被保険者のの皆さん皆さんへへ

　後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、２年に一度見直しを行うこととなってい
ます。令和８年度および９年度については、医療給付費の増加や「子ども・子育て支援金制度」が開始さ
れるため、令和８年４月１日から以下のとおり保険料率を改定します。なお、被保険者ごとの令和８年
度の保険料額は、７月に郵便でお知らせします。

◆問い合わせ先　
　住民課　保険年金担当　　　　　☎ 0748-52-6584
　滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎ 077-522-3013

保険料額の
試算ができます。➡

●令和６･７年度の保険料率　　●令和８･９年度の保険料率� （年額）

区　分
現行

区　分
改定後

医療分 医療分 子ども・子育て
支援金分(※1） 合計

均等割額 48,604円 均等割額 55,380円 1,340円 56,720円

所得割率 9.56% 所得割率 10.13% 0.25% 10.38%

年間上限額 800,000円 年間上限額 850,000円 21,000円 871,000円

�年間保険料額�＝�医療分�＋�子ども・子育て支援金分
�医療分�＝均等割額55,380円+所得割額(総所得金額等(※2）-43万円(※3））×10.13％
�子ども・子育て支援金分�＝均等割額1,340円+所得割額(総所得金額等-43万円）×0.25％

●令和８年度の均等割額が軽減される場合
　世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減され�
ます。

被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額
等が、次の計算式を超えない方　（※1）

均等割額の
軽減割合

43万円
+10万円×（年金・給与所得者の数（※2）-1） 　 �7割（※3）

43万円＋（31万円×世帯の被保険者数）
+10万円×（年金・給与所得者の数（※2）-1） 5割

43万円＋（57万円×世帯の被保険者数）
+10万円×（年金・給与所得者の数（※2）-1） 2割

※１　子ども・子育て支援金分については、令和８年度の料率であり、令和９年度分は令和８年度中に決定します。
※２　総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。
※３　合計所得金額が2,400万円以下の場合

※1　�65歳以上の方の公的年金等に係る所得につい
ては、15万円を引いた額で判定します。また、
事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特
別控除等の税法上の規定は適用されません。

※2　�年金・給与所得者の数は、令和7年中の給与
収入が55万円を超える方、または公的年金収
入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125
万円を超える方が該当します。

※3　�令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減が適用
されます。

滋賀県後期高齢者医療
広域連合のホームページ
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令和８・９年度の 後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のの被保険者被保険者のの皆さん皆さんへへ

　後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、２年に一度見直しを行うこととなってい
ます。令和８年度および９年度については、医療給付費の増加や「子ども・子育て支援金制度」が開始さ
れるため、令和８年４月１日から以下のとおり保険料率を改定します。なお、被保険者ごとの令和８年
度の保険料額は、７月に郵便でお知らせします。

◆問い合わせ先　
　住民課　保険年金担当　　　　　☎ 0748-52-6584
　滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎ 077-522-3013

保険料額の
試算ができます。➡

●令和６･７年度の保険料率　　●令和８･９年度の保険料率� （年額）

区　分
現行

区　分
改定後

医療分 医療分 子ども・子育て
支援金分(※1） 合計

均等割額 48,604円 均等割額 55,380円 1,340円 56,720円

所得割率 9.56% 所得割率 10.13% 0.25% 10.38%

年間上限額 800,000円 年間上限額 850,000円 21,000円 871,000円

�年間保険料額�＝�医療分�＋�子ども・子育て支援金分
�医療分�＝均等割額55,380円+所得割額(総所得金額等(※2）-43万円(※3））×10.13％
�子ども・子育て支援金分�＝均等割額1,340円+所得割額(総所得金額等-43万円）×0.25％

●令和８年度の均等割額が軽減される場合
　世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減され�
ます。

被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額
等が、次の計算式を超えない方　（※1）

均等割額の
軽減割合
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+10万円×（年金・給与所得者の数（※2）-1） 　 �7割（※3）

43万円＋（31万円×世帯の被保険者数）
+10万円×（年金・給与所得者の数（※2）-1） 5割

43万円＋（57万円×世帯の被保険者数）
+10万円×（年金・給与所得者の数（※2）-1） 2割

※１　子ども・子育て支援金分については、令和８年度の料率であり、令和９年度分は令和８年度中に決定します。
※２　総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。
※３　合計所得金額が2,400万円以下の場合

※1　�65歳以上の方の公的年金等に係る所得につい
ては、15万円を引いた額で判定します。また、
事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特
別控除等の税法上の規定は適用されません。

※2　�年金・給与所得者の数は、令和7年中の給与
収入が55万円を超える方、または公的年金収
入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125
万円を超える方が該当します。

※3　�令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減が適用
されます。

滋賀県後期高齢者医療
広域連合のホームページ
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